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八王子市 

  

町会・自治会は、地域において住民の皆さんによって自主的に結

成された団体です。 

市は、地域住民が安心して快適に暮らすことができる地域社会の

実現を目指して、町会・自治会の活動を支援し、その活動の更なる

活性化を推進する条例の制定に取り組んでいます。 

条例の策定にあたり、より多くの市民の方のご意見を伺いたいと

考えております。この資料をご参考に、ご意見をお寄せください。 

  

※この資料は、市のホームページ（トップ＞パブリックコメント）

でもご覧いただけます。 



１．条例制定の背景と経緯 

 

町会・自治会は、行政と地域住民を結ぶ中心的な組織として、地域コミュニテ

ィを形成し、重要な役割を果たしてきました。 

八王子市内では 579 の町会・自治会が、地域コミュニティの醸成に加え、防

犯、防災、福祉、環境、子育て、教育などの地域課題の解決に向けた様々な活動

を行なっています。 

現在、町会・自治会への加入世帯数や加入率の減少が続いており、コミュニテ

ィ意識の希薄化が進み、地域の活力の弱まりが懸念されています。 

このような背景の中、八王子市町会自治会連合会※より「町会・自治会等の位

置付けに関する条例制定」の要望書が提出されました。 

市では、「八王子市市民参加条例」に基づく市民参加を推進し、地域主体のまち

づくり、そして、その先の地域課題解決のための地域住民の合意形成による「市

民自治」の推進につなげるため、地域コミュニティの中心となる町会・自治会の

役割や位置付け、町会・自治会への加入及び参加の促進についての条例の検討を

進めています。 

これまで、町会・自治会へのアンケートの実施や市民を構成員とした検討会に

よる検討を重ね、このたび条例の素案がまとまりました。 

 

※八王子市町会自治会連合会は、市内の町会・自治会の連絡や調整を図り、地域の課題を情

報共有しながら、その解決に向け取り組んでいる団体です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市政への市民参加の推進 

  

地域コミュニティの活性化 

    「市民参加条例」 

  

「新たな条例」 

  町会・自治会への加入・参加促進 

  

地域主体のまちづくり、地域住民の合意形成 

市民自治の推進 
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条例により活動が活性化する領域 

市民と行政の協働 



 
 
２．条例の素案 

（１）条例の名称 

（仮称）八王子市町会・自治会の活動活性化の推進に関する条例 

 

（２）前文 

私たちのまち八王子市は、高尾山に代表される緑豊かな自然に恵まれ、歴史

と伝統文化に育まれ、多くの人々が交流し、暮らすまちであり、全国有数の学

園都市へと発展し、平成 29 年には市制 100 周年を迎えました。このような

まちの形成の礎となったのが、地縁による住民相互の協力と支えあいです。 

地縁によって結ばれた町会・自治会は、子どもから高齢者まで、世代を超え

た交流や、防犯、防災、福祉、環境、子育て、教育などの地域課題の解決に向

けた取り組みにより、地域コミュニティの醸成と八王子市の発展に大きく寄与

してきました。 

現在、町会・自治会は、少子高齢社会の急速な進展、核家族化などの社会環

境や生活形態の変化、価値観の多様化などから、加入世帯数の減少が続いてお

り、コミュニティ意識の希薄化が進み、地域の活力が弱くなることが懸念され

ています。 

一方で、地震や豪雨等の自然災害を契機として、地域住民のつながりや、災

害に備える共助の重要性についての認識が高まっています。 



これからの 100 年に向け、地域コミュニティを次世代を担う子どもたちに

つないでいくためには、地域のつながりを強化し、住民相互の協力と支えあい

による「共助」の精神によって、住民主体の活発な地域活動が行われることが

重要です。 

町会・自治会での活動は、身近な市民参加の機会であり、町会・自治会の連

合会をはじめ、地域で活動する様々な団体との連携、協力による住民主体の地

域づくりが、今後の八王子市の発展につながっていきます。 

ここに、「市民力・地域力」の源泉となっている町会・自治会について、協働

によるまちづくりの重要なパートナーであることを位置付け、その活動を支援

することにより、地域住民が支えあい、心豊かに安心して、いきいきと快適に

暮らすことができる地域社会の実現を目指すため、この条例を制定します。 

 

（３）条例の目的 

地域コミュニティの重要性を踏まえ、町会・自治会の活動の活性化を推進す

るために、基本理念を定め、町会・自治会の位置付け及び役割並びに市の責務

並びに市民、大学等及び事業者の役割を明らかにし、町会・自治会の活動を支

援することにより、市民相互がつながりあい、支えあいながら誰もが安心して、

いきいきと暮らすことができる地域社会の実現に資することを目的とします。 

 

（４）用語の定義 

本文において使用する用語は、次のように定義します。 

「市民」 市内に住所又は居所を有する人としています。 

「町会・自治会」 住民が地縁に基づき自主的に形成及び組織した団

体で町会、自治会など（地域コミュニティ活動を行

う管理組合を含む。）としています。 

「地域コミュニティ」 市民相互のつながりを基礎とする地域社会として

います。 

「大学等」 市内に立地している大学、短期大学、高等専門学校

としています。 

「事業者」 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人、そ

の他の団体としています。 

「住宅関連事業者」 市内における住宅の建築、販売、賃貸又は管理を業

として行う者（これらの代理又は媒介をする者を含

む。）としています。 

 



（５）基本理念 

町会・自治会の活動の活性化の推進は、次に揚げる事項を基本理念として行

います。 

① 市民が相互に交流を深め、地域での支えあいと協力に基づき、地域の一員

として自主的、主体的な活動により、地域のつながりを強めるものとしま

す。 

② 町会・自治会の活動は、市民の多様な価値観及び自主性が尊重されるもの

とします。 

③ 市民、大学等、事業者、地域活動に関わる団体との相互理解と連携により、

地域コミュニティの発展に資するものとします。 

 

（６）町会・自治会の位置付け 

市は、町会・自治会を、市との協働によるまちづくりの重要な相手方であり、

地域における自治の中心的な担い手として位置付けることとします。 

 

（７）市の責務 

① 市は、市民の自発的な町会・自治会への加入又は自主的な町会・自治会の

設立を促進するために必要な支援を行うものとします。 

② 市は、町会・自治会に対する市民の理解と関心を深め、町会・自治会の活

動への参加を促進するため、広報活動、啓発活動その他の必要な支援措置

を講ずるものとします。 

③ 市は、町会・自治会の役割が重要であることを踏まえ、その活動の活性化

に関する施策の実施は、町会・自治会と日頃から意見交換を行い、その意

見を考慮し、実施するものとします。 

④ 市は、町会・自治会が自主的かつ自立的に組織されたものであることを踏

まえ、市が協力を依頼するにあたっては、関係する部署間の連携に努め、

町会・自治会の負担が過重にならないようなものとします。 

 

（８）町会・自治会の役割 

① 町会・自治会は、市民の自発的な加入を促進するとともに、その活動にあ

らゆる世代の市民、大学等及び事業者が、参加や協力をしやすいものとな

るよう努めるものとします。 

② 町会・自治会は、その運営について、透明性の更なる向上を図り、市民が

参加しやすい開かれた組織づくりに努めるものとします。 

③ 町会・自治会は、良好な地域コミュニティの維持及び形成のために他の町



会・自治会をはじめ、大学等、事業者及び地域で活動する団体との連携及

び協力に努めるものとします。 

 

（９）市民の役割 

① 市民は、地域の一員であることを認識し、市民同士が支えあい、安心して

いきいきと快適に暮らすために、自らの居住する地域の町会・自治会に加

入するよう努めるものとします。 

② 市民は、自らが居住する地域の町会・自治会が行う活動に参加し、及び協

力することにより、その活動の活性化の推進に努めるものとします。 

 

（１０）大学等の役割 

大学等は、所在する地域の一員であることを認識し、教員、学生ととも

に、町会・自治会の活動に参加し、及び協力に努めるものとします。 

 

（１１）事業者の役割 

事業者は、事務所又は事業所が所在する地域の一員であることを認識し、

従業員とともに、町会・自治会の活動に参加し、及び協力に努めるものと

します。 

 

（１２）住宅関連事業者の役割 

住宅関連事業者は、住宅を購入し、又は賃借しようとする者に対して、

当該地域の既存の町会・自治会への加入又は新たな町会・自治会の設立の

促進に努めるものとします。 

 

 

  



３．意見の募集期間 

 平成３０年１１月２６日（月）から平成３０年１２月２６日（水）まで（必着） 

 

４．意見書の提出について 

 「(仮称)八王子市町会・自治会の活動活性化の推進に関する条例」の素案につ

いてご意見をお寄せください。意見書に、ご意見及びその理由、氏名、住所、勤

務先名又は学校名（市外在住の方）を記入し、次のいずれかの方法で市民活動推

進部協働推進課まで提出してください。 

 なお、様式は自由ですが、パブリックコメント意見書もご利用いただけます。 

 

≪郵送の場合≫   〒192 - 8501  

八王子市元本郷町三丁目 24 番１号 

八王子市市民活動推進部協働推進課あて 

≪ＦＡＸの場合≫  ０４２－６２6 －０２５３ 

≪電子メールの場合≫ b050700 @city.hachioji.tokyo.jp  

≪持参の場合≫   八王子市役所本庁舎７階 市民活動推進部協働推進課窓口 

平日の午前８時 30 分から午後５時 15 分まで 

 

５．注意事項 

（1 ）電話・窓口での口頭によるご意見はお受けできません。 

（2 ）ご意見への個別の回答は行いません。 

（3 ）公序良俗に反するもの、特定の団体・個人等に対する誹謗中傷が含まれ 

るものは無効とします。 

（4 ）寄せられたご意見の概要及び市の考え方は、ホームページ等で１月下旬 

に公表します（公表する際は、個人情報を除きます）。 

 

６．お問い合わせ先 

   八王子市市民活動推進部協働推進課 

   〒192 - 8501  八王子市元本郷町三丁目 24 番１号 

   電 話：042 - 620 - 7401  ＦＡＸ：042 - 62 6 - 0253  

   Ｅ- mail ：b050700 @city.hachioji.tokyo.jp  



 


